
 

 

 

 

 

 

募集期間 令和７年５月７日（水）～令和７年１２月１９日（金）※ 

※申請金額が予算額を上回った場合は、早期に終了する場合があります。 

 

      補助対象事業 補助率等 

人 材 確 保 
・就職情報サイト、求人情報誌等への求人情報掲載 

（滋賀県内トラックドライバーの求人情報に限る。） 

補助対象経費の 

２分の１ 

補助上限額 

50万円 

補助下限額 

１0万円※ 

 ※補助下限額１０万円（事業費ベース２０万円（消費税除く））未満の場合は、当補助金を御

利用いただけません。 

補助金の対象者 

県内に本社または営業所を有する中小トラック事業者（個人事業主を含む。） 

（一般（特定）貨物自動車運送事業者（いわゆる霊柩事業のみ営む者を除く。）） 

 

補助対象期間（※） 

令和７年６月１日（日）～令和８年１月３１日（土） 

 ※あらかじめ申請いただき、交付決定後の補助対象期間に行われる事業が対象となります。 

 

申請方法 

交付要綱をご確認の上、募集期間内に必要な様式等を下記お問い合わせ先あて郵送また

はメールにて提出してください。内容を審査の上、結果を連絡します。 

 

お問い合わせ先 

滋賀県商工観光労働部産業立地課 産業用地開発係 

TEL：０７７－５２８－３７８１ E-mail：sangyouyouchi@pref.shiga.lg.jp 

 

 

 

 

物流事業者人材確保支援補助金 募集のご案内 

 滋賀県では、「2024年問題」における時間外労働の上限規制の適用を契機に、トラック

による輸送能力の不足、物流の停滞が懸念されており、同問題に対応するため、中小運

送事業者が人材の確保を目的として行う事業の経費の一部を支援します。 

～滋賀県からのお知らせ～ 

申請様式など補助金の詳細は、下記ＨＰにてご確認ください。 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kougyou/337326.html 



物流事業者人材確保支援補助金の流れ 
 

運送事業者 事務局（産業立地課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の交付申請 

次の書類を事務局に提出してください。 

①物流事業者人材確保支援補助金交付申請書（別記様式第１号） 

②物流事業者人材確保支援事業計画書（別記様式第２号） 

③物流事業者人材確保支援事業収支予算書（別記様式第３号） 

④誓約書（別記様式第４号） 

⑤口座振替依頼書（別記様式第５号） 

⑤貨物自動車運送事業認可証の写し 

⑥その他知事が必要と認める書類（実施する事業が例示されたもの 

以外の場合は、その内容を説明する書類） 

※原則、補助金に含まれる消費税は差し引いて計算してください。 

補助対象事業の実施 

注：上記補助対象期間以外に行われた事業は対象となりません。 

なお、事業実施中に交付申請と異なる事情が生じる場合は、あら

かじめ事務局に連絡してください。 

申請書の審査 
 

審査の結果、書類の
修正等をお願いする
場合があります。 

 
補助事業の実績報告 

次の書類を事務局に提出してください。 

①物流事業者人材確保支援補助金実績報告書（別記様式第７号） 

②物流事業者人材確保支援事業収支精算書（別記様式第８号） 

③補助対象経費の内容と金額がわかる請求書および領収書等証拠

書類 

④その他知事が必要と認める書類（交付申請時に⑥の書類を提出

した場合は、その結果を示す資料など） 

※原則、補助金に含まれる消費税は差し引いて計算してください。 

補助金交付決定通知の送付 

募集期間 令和７年５月７日（水）～令和７年 12月 19日（金） 

対象期間 令和７年６月１日（日） ～ 令和８年１月 31日（土） 

事業終了後 30日以内または令和８年２月 28日どちらか早い日 

実績報告の審査 
 

審査の結果、書類の
修正等をお願いする
場合があります。 

補助金の交付 

交付申請時に指定された口座に振り込みます。 


